
社労士自主研究会

紛争事例研究会

特別企画

ユニオンは何者なのか？

早稲田大学社会科学部卒業。テレビ報道番組の制作会社を経て、協

同労働の協同組合であるワーカーズコープの理事を務めたのち、労

働運動家となる。現在、東京管理職ユニオン執行委員長、全国コ

ミュニティ・ユニオン（全国ユニオン）連合会会長。

講師プロフィール

鈴木 剛 氏

講演の内容は裏面をご覧ください

10.1
18:30ー20:00

火

QRコード又はこちらのリンクから

9.30（月)までにお申し込みください。

申込方法

港区立産業振興センター 研修室1
〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番4号 札の辻スクエア10F
最寄駅： JR田町駅三田口（西口）から徒歩4分

都営三田線・浅草線三田駅A3出口から徒歩4分
又はA4出口から徒歩3分

定 員 参加費

1,000円70名

2024年

～ 本講演で実態に迫る ～

会 場

※参加費は当日受付にて現金でお支払いただきます
※申込時の領収証宛先で領収証を発行いたします
※紛争事例研究会会員は無料です

※「個人加盟ユニオン」を他の労働組合と区別するために単に「ユニオン」と表記しています

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyUxXwKjRS2V28hUb2DRJtnSzTRpXdKdwHJAQY1qKd96U0EA/viewform?usp=sf_link
https://www.google.com/maps/place/%E6%9C%AD%E3%81%AE%E8%BE%BB%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%A28%E9%9A%8E%EF%BC%88%E8%8A%9D%E4%BA%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%E8%A4%87%E5%90%88%E6%96%BD%E8%A8%AD%EF%BC%89/@35.6451182,139.742042,17z/data=!3m2!4b1!5s0x60188bb3d481aa6b:0x2050031e7e8edb59!4m6!3m5!1s0x60188b383415a47b:0x844b9e9326d7f40b!8m2!3d35.6451139!4d139.7446169!16s%2Fg%2F11r9d2jc87?authuser=0&entry=ttu


担当事務局

〒105-0012 東京都港区芝大門2-3-7

トータル人事ソリューションズ株式会社

（なかの経営労務事務所 併設法人） 担当 中野剛

講演内容

講師の自己紹介

・サラリーマンからなぜ労働運動家に転身したのか？

・どのような人物に影響を受けているか？

・目指している労働運動とは何か？

・今年の満額回答春闘をどのように考えているか？

・全国ユニオン連合会が果たすべき役割は何か？

ユニオンとは何か？

・法に定める労働組合の定義

・わが国の労働組合の特徴

・企業内組合の意義

・産別組合の意義

・ユニオンの意義

・労働組合組織率はなぜ低迷しているのか？

・どのような経歴の持ち主がユニオンの幹部なのか？

・ユニオンは資本主義を肯定しているのか？

・何がユニオンの幹部をそこまで突き動かすのか？

・ユニオン幹部はどのような世の中にしたいのか？

・ユニオンによって思想信条の違いはあるのか？

ある日突然、社員がユニオンに加入し、見ず知らずのユニオンから団体交渉を求められることがあります。

団体交渉に対応する為のユニオン対策の情報は世に溢れていますが、我々は決定的に足りない視点があると感じています。

それは相手を知ること、つまりユニオンとはいったい何者なのかを『ユニオン側の視点』で知ることです。

本講演はユニオンに対して理解を深めることで、労使紛争を未然に防止する、また労使紛争を泥沼化させない趣旨で企画しました。

鈴木剛氏は、全国的に労働組合組織率が低迷する中、地道な労働運動で組合員数を着実に増やし、さらにAmazon、IKEA、

Googleなど名だたる企業でユニオンを結成した東京管理職ユニオンの執行委員長です。

本企画に相応しく講師を依頼しました。

紛争事例研究会 役員一同

本講演の録画、録音は一切禁じます。
動画、画像をSNS等にアップすることも一切禁じます。

東京管理職ユニオンの活動内容

・労使紛争の変遷と最近の傾向

・なぜ組合員数が増加しているのか？

・Googleユニオン結成の経緯と活動内容

ユニオンにおける団体交渉

・団体交渉に臨む前にどのような準備をしているのか？

・団体交渉に参加する組合員の人数や選定基準は？

・使用者側の初動を含めた対応のどこを見ているか？

・場所は労使のどちらが手配した方がよいのか？

・第1回団体交渉で心がけていることは何か？

・第2回以降の団体交渉で心がけていることは何か？

・就業規則の開示を拒まれたときはどのように対応するか？

・財務諸表の開示を拒まれたときはどのように対応するか？

・同意することなく録音はするのか？

・これをされたら「ここまでやる！」などの基準は？

（ビラ配り、街宣活動、街宣車出動‥）

※当日の講演は順不同となる場合があります

※都合により講演内容の一部を変更する場合があります

企画の趣旨

本講演に関するお問い合わせはメールにて受け付けます。

nakano@nkr-office.jp

※お電話による問い合わせの受付はいたしておりません
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